
函館市監査公表第１１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３７第５項の規

定に基づき，包括外部監査人高地保之から次の報告書の提出があったの

で，同法第２５２条の３８第３項の規定により，これを公表する。

なお，当該報告書は，函館市監査事務局に備え縦覧に供する。

平成２８年４月１日

函館市監査委員 山 田 潤 一

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 吉 田 崇 仁

函館市監査委員 阿 部 善 一

平成２７年度包括外部監査結果報告書
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更に２０１０年１０月より輸入小麦について、政府が一定期間保

有する備蓄方式を変更し、輸入された小麦を直ちに販売する「即時

販売方式」が導入された。 

従来は外国産小麦主要５銘柄について、政府は商社に委託して小

麦を輸入し本邦への配船を行い、一定期間（１．８ヶ月）備蓄保管

した後、製粉企業に販売していたところである。 

「即時販売方式」では、従来同様、政府が商社に委託して小麦を

輸入するが本邦への配船は商社が行い、政府は輸入小麦が本邦到着

後、直ちに製粉企業等の実需者に輸入小麦を販売する。 

ただし、不測の事態に対応できるように製粉企業等が輸入小麦を

備蓄することとした。 

 

政府は、従来製粉企業が日常の操業のために保有していた約０．

５ヶ月分の小麦在庫と、政府が備蓄していた１．８ヶ月分の在庫を

合わせた２．３ヶ月分の在庫保有を条件に、安定供給確保のために

政府に代わり民間が備蓄する在庫１．８ヶ月分について保管料を助

成することとした。 

従来方式と大きく異なる点は、配船及び備蓄を行う主体が政府か

ら民間（商社・製粉企業）に移管された点である。 

 

なお、出資割合が４分の１（２５％）未満のため、当該団体の出

納事務に対し直接、監査意見を述べることはできないが、函館市は、 

団体の貸借対照表に表示されている預け金（２億円超）について、

資産の殆どを占めている状況であることに留意し、その預け先や利

息の有無、税法上の問題がないかどうか等、出資者の立場から適切 

かつ合理的な経営がなされているか、確認すべきと考える。 
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【意見】 

 

函館港における小麦の取扱いにおいても、平成２２年下期から小

麦の輸入方法が「即時販売方式」に変更になったことにより、配船

が本船から内航船にシフトされるようになったこと、道産小麦の取

扱いが多くなってきていることなど、昭和５０年当時とは環境が変

わってきており、官が果たす役割も変化していると思われる。 

また、函館市の財政も厳しいことから、出資の払い戻し又は株式

譲渡の検討が必要と思われる。 
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